
住宅 太郎（所得税控除をうける方の指名）
東京都千代田区霞が関０-０-０

東京都千代田区霞が関０-０-０ 1001番1

令和X年 ○月×日

P1 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

こちらの欄は記入不要です。
＞P9以降へ進んでください。

登記簿に記載された家屋番号・所在地を
記入してください



AB1234XX

P9 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

行った工事が、該当するものに をいれてください。
（必要に応じて地域区分や、型式を入力してください。）



P10 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合



１：一般断熱改修
①内窓の新設（10カ所）
②床等の断熱性を高める工事（100㎡）
③高効率エアコンの設置（１台）

２：子育て対応改修
①対面式キッチンへの交換（1カ所）
②チャイルドフェンスを取り付ける工事
（既製品・２カ所）

P13 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

行った工事の内容・箇所・数量を明記し、
対象工事であるとわかるように記載してください。



P14 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

840,400

200,000
640,400
640,400

行ったリフォームに対して、補助金の交付を受けた場合は、
交付が確定した額を記載してください。



P15 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

1,507,200

1,507,200

1,507,200



P16 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合
2,147,600
2,147,600

1,507,200
1,507,200

1,507,200
1,507,200

2,147,600
2,147,600

2,147,600
7,852,400
2,147,600



証明 家子

東京都

東京都中央区 0-00-000

令和X ○ ×

P22 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

株式会社 証明建築士事務所

一級建築士

○○年 ○月×日
99-9999

印鑑は、認印でもかまいません



P23 リフォーム促進税制＞省エネ改修・子育て対応改修をした場合

建築士事務所に属する建築士の方が証明
する場合は、本ページは記入不要です。


